
濃厚接触者の方の待機期間は、感染者と接触した最終日の翌日から７日間となります。
ただし、社会機能維持者であるか否かに関わらず、検査で陰性が確認された場合は、待機期間を短縮する
ことができます。

なお、感染者と接触した最終日から７日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認や、
ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避
けること、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。

・濃厚接触者の待機期間

【濃厚接触者の待機期間】

最終接触日
０日目

〇待機期間の短縮

待機
解除

検
査

検
査

陰
性

陰
性

４日目 ５日目
抗原定性検査キット：４日目、５日目の陰性確認
PCR、抗原定量検査：５日目の陰性確認

最終接触日
７日間

待機
解除

０日目
不要不急の外出自粛
公共交通機関の利用回避

☆解除のための検査は不要

☆検査費用は自己負担

健康状態の確認

８日目

☆８日目まで
・健康状態の確認
・ハイリスク者との接触、
ハイリスク施設への訪問、
感染リスクの高い場所の
利用や会食を避ける

・マスクの着用
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濃厚接触者である同居家族等の待機期間は、以下の内いずれか遅い日を０日目とし、７日間（８日目解
除）となります。
・陽性者の発症日（検査陽性者が無症状の場合は検体採取日）
・住居内で感染対策※を講じた日

待機期間中に同居家族等が発症した場合はその発症日を０日目として起算し直します。

無症状であった検査陽性者が発症した場合は、その発症日を０日目として起算し直します。

濃厚接触者である同居家族等については、待機解除後も陽性者の療養期間が終わるまでは健康状態の確
認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避ける、マスクを着用する等の感染対策を実施してください。

※感染対策とは
日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施等の対策

・同居家族等の待機期間

例１:陽性者が発症（検体採取日）と同時に感染対策を開始した場合

本人
（陽性者）

同居家族
（濃厚接触者）

発症

感染対策開始

０日目

待機
解除

７日間

１０日間 療養
解除

７日間

療養
解除

※無症状の場合
検体採取日

健康状態の確認

３日間

７日目までに症状が
軽快している場合



例２:陽性者が無症状であったが療養中に発症した場合

本人
（陽性者） 検体採取日

０日目

待機
解除

７日間

１０日間 療養
解除

同居家族
（濃厚接触者）

発症

感染対策開始 起点再設定

０日目
（再設定）

例３:陽性者が発症後、待機期間中に同居家族が発症した場合

本人
（陽性者）

同居家族A
（濃厚接触者）

発症

感染対策開始

０日目

待機
解除

７日間

１０日間 療養
解除

同居家族B
（濃厚接触者）

発症

感染対策開始 起点再設定

療養
解除

１０日間

０日目
（再設定）

７日目までに症状が
軽快している場合

７日目までに症状が
軽快している場合

７日目までに症状が
軽快している場合


